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それでは、令和 7年第 8回女川町教育委員会を開会します。

会期は、本 日 1日 限りといたします。

はじめに、前回の会議録の承認の件をお諮りいたします。

既に配付されておりますが、委員の皆様方何かお気付きの点は

ありませんでしょうか。

無いようですので、承認とさせていただきます。

3番 中村たみ子 委員
4番 山内 哲哉 委員
よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります。

はじめに、報告第 2号「専決処分の承認を求めることについて」

をお諮りします。

書記に議案を朗読させます。

(議案朗読)

ただ今の議案について、提案理由の説明を求めます。
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教育局長 それでは私から、報告第 2号 「専決処分の承認を求めることに

ついて」の内容をご説明申し上げます。

専決処分した内容は、社会教育施設及び町立認定こども園新築

工事に係る契約の締結に対する意見についてです。

地方自治法及び地方自治法施行令の規定により、予定価格が

5,000万円以上の工事または製造の請負は議会の議決が必要です

が、議案の提案は、町長の権限であり、教育委員会は議案の提

案権はございません。

教育委員会に関する議案を上程する場合は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の規定において、町長は、事前に教育

委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。

また、女川町教育委員会教育長に対する事務委任規則では、教

育に関する議会の議決を経るべき議案については、教育委員会

は意見を申し出ることができると規定されています。

今回、社会教育施設及び町立認定こども園新築工事の契約締結

に係る議未安を令和 7年第 3回女川町議会定例会に追加提案する

ため、令和 7年 6月 12日 付けで、女川町長から教育委員会に意

見を求められたところであります。

本来であれば、教育委員会を開催し決定すべき案件ではござい

ましたが、今回の定例会は令和 7年 6月 16日 の開会であり、既

に告示されていた案件に追加して議案を提出するためには、令

和 7年 6月 16日 までに町長が議会へ送付する必要があるため、

教育委員会からの意見は、議会へ送付する当日までに申し出る

必要がございました。

女川町教育委員会会議規則第 2条の規定により、教育委員会の

会議招集は、教育長が会議の3日 前までに会議の日時、場所及

び会議に付すべき事件を告示して行うこととなっております。

ただし、急を要する場合はこの限りではないとされております

が、諸般の事情を考慮いたしまして、喫緊での教育委員会の開

催は困難であったため、女川町教育委員会教育長に対する事務

委任規則第4条第 1項の規定に基づきまして、令和 7年 6月 13

日付けで専決処分したので、同条第 2項の規定により、本日の

教育委員会に報告し、承認を求めるものです。

それでは、本件の具体的な内容についてご説明申し上げます。

入札業者関係資料でございます。

工事名が、社会教育施設及び町立認定こども園新築工事となり

ます。

制限付き一般競争入札 (総合評価落札方式)にて、令和 7年 6
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月6日 に執行し、4社が応本Lいたしました。

今回の入札は、総合評価落札方式を採用し、入札金額を価格評

価点として100点中80点を配分したものと、過去の工事実績や地

域貢献等を評価した価格以外のものに評価ッ点を100点中20ッ煮配分

したものを合わせて、合計100点で採点を行い、最も高い点数の

業者を落札者とするものです。

入札の結果、予定価格税抜き22億8,900万円に対し、22億6,500

万円で遠藤興業株式会社が落札し、その後、仮契約を締結し、

議会に契約の提案を行い、令和 7年 6月 18日 に議会の議決を得

ております。

税込みの契約金額は、24億1,950万円となります。

工期につきましては、令和 7年 6月 19日 から令和 9年 2月 1日

までとしております。

次に、配置平面図となります。

敷地の西側に社会教育施設、東側に町立認定こども園、その間

に屋根下広場を整備し、中央にグラウンド、周辺に駐車場を整

備いたします。

次に、社会教育施設 1階の平面図となります。

南側中央が入り口になり、北側に管理室、多目的室、調理実習

室が並び、入り口の西側に畳休憩室を整備し、さらに、その西

側の奥に体育室を整備いたします。東側には、屋内遊戯室とこ

あがリライブラリーを整備いたします。

次に、社会教育室 2階の平面図となります。

間仕切りが可能な研修室、屋外からも搬入できる倉庫、みはら

しカウンターを整備いたします。

次に、認定こども園の平面図になります。

中央の園庭を囲むように、北側に5歳児、4歳児、 3歳児保育

室、東側に遊戯室と調理室、南側に0歳児、1歳児、2歳児保育

室と事務室を整備いたします。

最後に、全体の把握図となります。

以上、「社会教育施設及び町立認定こども園新築工事に係る専決

処分の承認を求めることについて」の内容でございます。

ご審議のうえ承認賜りますようお願い申し上げます。

また、規則のうえでは、専決処分した場合は、最近の教育委員

会で報告することとされておりますが、事務処理の都合上、及

び津波警報等の事情により、前回及び前々回の教育委員会では

なく、今回の報告になりましたこと、お詫びのうえ、ご理解賜り

たいと思います。
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教育長

教育局長

以上です。

それでは、ただ今の議案説明について、ご質問等がございまし

たらお願いいたします。

本来であれば、8月 のこの会議ではなくて、その前にとい うこと

だったのですが、先月あのような形で話 し合 う機会がなかった

ものですから、そのあたりについては、ご了承いただければと思

います。

よろしいですか。

(「異議なし」の声あり)

なければ、承認 ということでよろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

それでは、報告第 2号は承認 されました。

続きまして、報告第 3号 「専決処分の承認を求めることについ

て」をお諮 りします。

書記に議案を朗読させます。

(議案朗読 )

ただ今の議案について、提案理由の説明を求めます。

それでは、報告第 3号「専決処分の承認を求めることについて」

の内容をご説明いたします。

専決処分 した内容は、令和 8年度使用教科用図書及び令和 8年

度使用学校教育法附則第 9条の規定による教科用図書 (一般図

書)の採択についてです。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条におきまして、

教育委員会の職務権限が第 1号から第19号まで規定されてお り

ますが、その中の第 6号において、教科書その他の教材の取扱

いに関することが定められてお ります。

また、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第

13条では、教科用図書の採択について規定されてお り、同条第

5条において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択

地区協議会における協議の結果に基づき、種 目ごとに同一の教

科用図書を採択 しなければならないとされてお ります。

本来であれば、教育委員会において決定すべき案件ではござい

ましたが、前回の教育員会においては、開会前に津波警報が発

令 されたため、会議録の承認のみを行い、議案等については、次

回以降に審議することといたしました。

しかし、教科書の採択の報告は 7月 末までの報告とする必要が

あり、 7月 中の再度教育委員会を開催することが困難であった

ため、女川町教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4条第
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1項の規定に基づきまして、令和 7年 7月 30日 付けで専決処分

したので、同条第 2項の規定により、本日の教育委員会に報告

し、承認を求めるものです。

それでは、本件の具体的な内容についてご説明申し上げます。

令和 8年度に使用する教科用図書の採択につきましては、東部

採択地区協議会の規約に諮り、中学校教科用図書及び小中学校

教科用図書 (附則第 9条による一般図書)の選定事務を行い、
7月 4日 に開催されました東部採択地区協議会で決定され、 7

月 7日 付けで採択結果の通知があつたものでございます。

教科書の採択につきましては、文部科学省初等中等教育局長か

らの通矢日に基づき、当該協議会におきましても、教科用図書の

適正かつ公正な採択を行うこととされております。

この採択結果につきましては、一覧表を添付してございます。

なお、義務教育諸学校において使用させる教科書については、

無償措置法施行令第15条第 1項の規定により、基本的に同一の

教科書を4年間採択しなければならないこととされております。

学校教育法附則第 9条の規定による一般図書の採択一覧でござ

います。

小学校は、生活、国語、算数、図工、道徳、体育の合計87冊。中

学校は、国語、社会、数学、理科、美術、保健体育、職業 。家

庭、英語、道徳など、合計54冊でございます。

特別支援学級用のもので、知的障害者用は、小学校は国語、算

数、生活、音楽の合計13冊。中学校は国語、社会、数学、理科、

音楽、職業 。家庭の合計12冊で、視覚障害者用は、小学校は国

語 6冊、中学校は国語 1冊でございます。

次に、採択の経過についてご報告いたします。

6月 6日 に東部採択地区協議会役員会が開催され、本年度の教

科書選定、採択の方針、日程等が協議されました。

女川町、東松島市、石巻市、登米市の小・中学校のそれぞれの担

当の中から選出された調査員が小学校部会、中学校部会ごとに

分かれて、6月 19日・20日 の2日 間にわたり調査、研究を行いま

した。

また、教科書展示会は、6月 13日 から7月 2日 まで、宮城県石

巻合同庁舎及び登米合同庁舎において開催されました。

これらを踏まえ、 7月 4日 に東部採択地区協議会が開催され、

東都採択地区協議会規約第 5条の規定に基づき、石巻市、東松

島市、登米市の各教育委員会から2名ずつ、本町教育委員会か

らは中村委員と平塚教育長が出席し、合計 8名で構成される協
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教育長
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教育長

教育長

教育長
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議会において、種 目ごとに代表調査員からの報告を受けて、宮

城県で策定した選定資料を参酌 し、教科用図書が選定されまし

た。

以上、「教科用図書 (一般図書)の採択に係る専決処分の承認を

求めることについて」の内容でございます。

ご審議のうえ承認賜 りますようお願い申し上げます。

それでは、ただ今の議案説明について、ご質問等がございまし

たらお願いいたします。

前回の採択から今回変更になった教科書というのは、説明では

去年から同じものということがありましたが、何かあったので

しょうか。教科書会社が変更になったというものはないんです

ね。

特にないと思います。新たに加わったものを見させてもらって、

それで決まつたということになります。

小学校は4年間なので、その期間中にあるんですね。今回は、学

校教育法附則第 9条の特別支援の方の一般図書の採択が主でし

た。

大きな採択の変更というのは、今回は行われなかつたというこ

とですね。了解です。

はい。まだですね。

小 。中学校はまだですね。今回は特別支援関係とご了解いただ

ければと思います。

ほかにございませんか。

(「異議なし」の声あり)

なければ、承認ということでよろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

それでは、報告第 3号は承認されました。

続きまして、議案第13号 「令和 7年度女川町教育委員会活動状

況に関する点検及び評価報告書 (令和 6年度実施分)について」

をお諮りします。

書記に報告を朗読させます。

(議案朗読)

ただ今の議案について、提案理由の説明を求めます。

ただ今議案となりました、議案第13号 「令和 7年度女川町教育

委員会活動状況に関するッ点検及び評価報告書 (令和 6年度実施

分)について」の提案理由を申し上げます。
本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

26条の規定に基づき実施した点検及び評価の結果を、報告書と
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教育長

して取りまとめいたしましたので、議会への提出及び公表につ

いて承認を求めるものでございます。

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければなら

ないとされております。

また、実施にあたつては、学識経験者の知見の活用を図るもの

とされているため、既に委員委嘱しております学識経験者 3名

から意見聴取を行いました。

その結果を取りまとめ、公表することによつて、町民に対する

教育行政の説明責任を果たすとともに、適正かつ効率的で信頼

される教育行政の推進を図ることを目的としております。

この点検及び評価等については、対象事業における実施状況及

び成果、今後の課題等について自己評価を行い、その内容につ

いて学識経験者から意見を聴取し、報告書として取りまとめた

ものとなります。

次に、教育行政評価委員会の開催状況でございますが、第 1目

を7月 11日 (金)に、第 2回を8月 21日 (木)に開催し、令和 6

年度に実施した事業の点検・評価を行つていただきました。

教育行政評価委員は、宮城教育大学大学院教育学研究科特任教

授の前田正氏、石巻専修大学人間学部人間教育学科特任教授の

奥山勉氏、女川町商工会副会長の島貢洋子氏の 3名でございま

す。

以上が、提案理由に関するご説明となりますが、報告書の内容

につきましては、教育長からご説明申し上げます。

それでは、私から報告をさせていただきたいと思います。

教育委員会の活動状況に関する点検及び評価の報告につきまし

ては、ただ今の提案理由の説明の中で局長からあったとおりで

ございます。

大変申し訳ございませんが、時間の関係で報告書の詳細な内容

については割愛させていただきまして、私からは、教育行政評

価委員からの主な意見のみかいつまんで説明をさせていただき

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。

それでは、恐れ入りますが、はじめに、教育大綱に示されており

ます基本的方向 1「自立するための夢と志、確かな学力の育成」

についてでございます。

この基本的方向 1につきましては、教育行政評価委員の皆様方

から大きく4点ご意見を頂戴しました。
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まず、「自立のための「みやぎの志教育」の推進」について、毎

年実施 している立志の会では、小学校 6年生が参加 し、中学校

2年生一人一人が立志の言葉を力強く発表する姿から、自分の

将来についての夢や希望を持つて意欲的に取り組もうとする態

度の育成が期待できる事業として定着 している。今後も、生徒

主体で「実行委員会」に主催 させるなど、常 日頃から「みやぎの

志教育」のねらいに沿つて、キャリア教育や生き方について考

える機会を与えて、夢に向かつて主体的に成長できるような教

師の働き掛けや支援に努めてほしいとい うことでした。

2ッ点日、「子供の可能性を広げる確かな学力の育成」では、子供

たち自身の主体的な学びが課題である。小中一体型の利点を生

かし、教科ごと9年間で身に付けさせたい資質・能力を明確に

して、従来型の授業から「共に学び合 う授業」の実現に向けて、

さらに研究を充実させてほしいということでありました。

また、全国学力・学習状況調査の状況を見ると、小 。中学校 とも

に全国平均正答率を下回る結果 となっている。小 。中学校それ

ぞれの課題を踏まえ、一人一人の回答状況について分析 し、そ

の姑策を具体化 し学び直 しをさせるとともに、実施学年以外に

おいても取組内容を共有 しながら、 日々の授業改善に取 り組ん

でほしいということでありました。

3ッ点日の 「伝統 。文化への理解を深める教育と国際理解教育の

推進」では、生涯学習係 と小 。中学校が連携 し、「総合的な学習

の時間」において、ふるさと女川に関する自然や歴史、伝統文化

に直接触れることにより、郷上のよさに気付くことができる学

習が充実している6今後も外部指導者 と教員の情報と認識の共

有を図つて、さらに充実した活動となるよう期待 したいとい う

ご意見を頂戴 しました。

また、「国際理解を育む教育」については、東 日本大震災当時か

ら支援をいただいているカタール国生徒派遣事業を実施 し、 6

名の生徒が現地に出向き、文化や習慣について学ぶことができ

た。今後は、さらに中学校の英語と9年間のカリキュラムを充

実させるとともに、 ICT機 器やALTな どを存分に活用 しな
がら、カタール国との交流活動を中心に、国際理解教育につい

て児童会・生徒会が主体となった活動等が充実することを期待

するとのことでした。

4ッ点目の「9年間を見通 した小中一貫教育の推進」については、

異学年交流の推進では、児童生徒が一緒に登校 したり、休み時

間に遊んだりする姿が日常的に見られるなど、本町の目指す子
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供の姿に近づいていることは評価できる。今後も、小学校 6年

生の部活動体験活動や小中縦害Jり 交流会などを充実されること

で、女川町ならではの「思いや りの心」を育む教育活動の充実に

期待 したいとの助言をいただきました。

続きまして、基本的方向 2「豊かな人間性、健やかな体の育成」

につきましても、大きく4点についてご意見を頂戴 したところ

でございます。

まず、「,い豊かな人間性 とたくましい心をもつ子供の育成」では、

道徳教育推進教師による授業の資料提示や授業づくりの提案が

行われ、経験年数が少ない教員にとつての研修の場にもなつて

いる。道徳教育はいじめ防止教育の要であつて、今後も「考え、

議論する」道徳の学習を目指 して取 り組んでほしい。

また、読書活動の取組について、感性豊かにしたり、読解力を身

に付けた りするためには、読書習慣の確立が欠かせないが、児

童生徒の生活を見るとじつくり読書をするという時間が少なく、

慌ただしく日々を時間に追われている現状がある。改善に向け

て、今後も朝読書を増や したり、読書することの楽 しさを理解

させたりして、読書の習慣化への指導の充実に努めてほしいと

い うことでありました。

「健やかな体づくりと体力・運動能力の向上」では、体力・運動

能カテス トでは、昨年度の小学校の課題であつた 「ソフ トボー

ル投げ」や「20mシャ トルラン」では全国平均を上回る結果とな

つている。また業前マラノンや縄跳び運動に取 り組んだことに

よって、「20mシャ トルラン」「50m走」が全国平均を上回る学

年が見られるようになっている。中学校においても、体育実技

の取組で準備運動の工夫や一人一人が自分の課題に合つた運動

について選択制を導入 した成果が見られた点も特筆すべき取組

である。

しかしながら、健康面での実態把握や保健体育の充実について

は、長年の課題でもある体重について小 。中学校 ともに全国平

均を上回り、肥満傾向の結果が出ていることは生活習慣病へつ

ながることからも大きな課題である。

「健康的な生活習慣と望ましい食習慣の定着」では、「スマイル

タイム」や保護者への働きかけなど食育や虫歯予防、肥満対策

などに取 り組んでお り、一定の成果が見られる。今後も、偏食や

肥満が健康に与える影響など、教職員で共有 し、家庭 との連携

をさらに強めながら取組を推進 してほしいとい うことでありま

した。
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「系統性のある防災・減災教育の推進」では、「女川原子力発電

所第 2号機」が13年ぶ りに再稼働 し、原子力避難訓練も実施す

るなど「屋内退避」も素早く安全に避難することができるよう

確実に実施 している点は評価できる。今後も、原子力発電所の

立地自治体として、「原子力防災安全教育」の充実を町や県と連

携を図りながら、さまざまな状況を想定しての訓練を糸L続 して

実施 してほしいとの助言をいただきました。

続きまして、基本的方向 3「一人一人の子供の教育的ニーズに

応 じた特別支援教育の推進」については、 3点についてご意見

をいただきました。

まず、「きめ細やかな特別支援教育の推進」では、本町で設置 し

ている特別支援連絡協議会において、特別支援教育の課題等に

ついての研修会が行われ、現場での教育実践、コーディネータ

ーの使命、保護者や教員、地域住民に求められることなど、幅

広い視点から学ぶ機会が得 られていることが伺える。また、民

生委員や区長等、幅広い層からの参加者があって、特別支援教

育が総合的に推進されている点が素晴らしい。

2点 日の 「女川町特別支援教育推進協議会の充実」では、児童

生徒が挨拶や礼儀、マナー等の社会性や人との関わりが身に付

いていることからも、地域の方々と関わる機会の持てる「つば

くろ会」の存在は大きい。今後とも学校 と関係機関が連携 しな

がら取組をさらに推進 してほしいとい うことでありました。

3点 目の「共に学ぶ教育推進モデル事業の推進」については、特

別支援学級の教室を校舎内中央に配置 したことの効用が、さま

ざまな場面で見られる。県中学校総合体育大会での活躍や文化

祭等の学校行事において、支援学級の児童生徒の努力や頑張 り

に姑して称賛する姿が見られることも、インクルーシブ教育と

しての素晴らしい光景であるとのご意見を頂戴しました。

続きまして、基本的方向 4「信頼され魅力ある教育環境づくり」

につきましても、 4点ご意見を頂戴 しました。

まず、「教職員の資質・能力の向上について」では、本町は、「女

川の子供たちは、女川の教師が育てる」を標榜する。その気概を

具現化 しようと進められている各取組から、「全ての子供たちに

質の高い教育を保障する」と「教職を魅力ある専門職 として確

立するとともに、地域の人 。もの。ことも組み入れ持続可能な教

育基盤を構築する」との使命感がくつきりと浮かび上がる。そ

の明確な使命感のもと、児童生徒の成長を引き出そ うと努力を

払つている教職員、学校教育を見守 り支えるとともに家庭教育・
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社会教育の一実践者 として我が子や地域の子らに向き合 う町民

に姑 して、諸施策を通 じて教育環境の一層の充実を働きかける

本町教育行政の姿勢を高く評価 したいということでありました。

「開かれた学校づくり」については、本町においては、学校評議

員制度や発足以来14年間継続 している「女川の教育を考える会」

も生かし、課題も含め学校情報を積極的に提供するとともに協

イ動で課題解決に取り組む体制を構築している。

また、新型コロナウイルス感染症流行の影響で休止 していた「み

んなの部屋」が再開され、学校教育 目標達成に向け協働実践を

担 う保護者や各種ボランティアといつた地域住民らも戻つてき

た。今後も、教職員、保護者、地域住民等、学校内外の知の総和

を期待 したいとのご意見を頂戴 しました。

「安心・安全で質の高い教育環境の整備」では、 日常点検の徹

底は、各種施設の安全管理にも通底する。安全・安心な教育環

境には、前からやつてきたとい う慣れや当たり前、これ ぐらい大

丈夫とい う認識の緩みにこそ、落とし穴が潜む。それを減 らす

ためにも、安全に関わる各種マニュアルや連絡体制等の日常点

検と改善 。更新、共有を行い、平時からのリスク管理に努めてほ

しいとい うご意見を頂戴 しました。

「情報化に対応 した教育の充実」では、情報化に対応 した教育

とは、電子黒板やタブレッ ト等を授業に常に活用すればよいの

ではない。授業のねらいを明確にし、その達成に向け教育内容

の特性や児童生徒の実態に合わせて、適切に ICT機 器を取 り
入れ学習を展開していくといつた、一連の授業構想の確立こそ

が肝要であるとのご意見を頂戴 しました。

続きまして、基本的方向 5「家庭、地域、学校が連携・協働 して

子供たちを育てる環境づくり」につきましても、 3点ご意見を

頂戴 しました。

まず、「家庭の教育力を支える環境づくりの推進」について、教

育の営みは、生涯の成長発達の起点としても大切な役割を担 う

ことから、植物の成育過程に重ねて「種まき」と言い表されるこ

とがある。その意味においては、「すばらしいおながわを創る会」

や「潮活動」等の取組も、人 と関わることで味わえる心地良さが

起点となつて、将来の自分像を考える学習機会 としても、児童

生徒にとつて大変有効であると捉える。実践には関係者等との

連携 。調整の難 しさもあろうが、活動の継続と充実を大いに期

待 したいとのことでした。

「安心して子供を育てることのできる環境づくりの推進」につ
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いては、前年度の活動 。講座に「女川弁かるた講座」「マグロ船

を見学しよう」等、新たな取組も加わり、多様さと実践回数の

多さが一層増 している。安心して子供を育てる環境づくりに、

まさに 「チーム女川」で取 り組んでいる様子が伺えるとのこと

でした。

「家庭、地域、学校の信頼関係づくりの推進」では、町が企画し

主催する事業については、対象者や運営に携わる人
。団体など、

直接的な関係者が多い。力日えて、参加等に至らずも名称を耳聞

する町民等、間接的に関係する人もお り、すそ野は広い。そのこ

とから、時代のす う勢を踏まえつつ、今後も多角的な視点で改

善等を進めてほしいとのご助言をいただきました。

最後になります。

基本的方向 6「生涯にわたる学習・文化芸術・スポーツ活動の

推進」についても、 3ッ点ご意見を頂戴しました。

まず、「誰もが学ぶことができる環境の充実」では、今年度もま

た、多様な講座等が設定された。その背景には、各地区等の要

望を丁寧に聞き取 り、可能な限り応え企画しようとする、“町民

ファース ト"と い う町の姿勢が伺える。各講座受講者は、前年

度に比べ50人増加 した。その好傾向をもたらすために講 じてき

た努力等を大いに評価 したいとい うことでありました。

「文化芸術による地域づくりの推進」では、文化財の保護はも

とより伝統芸能の継承を通 じて、郷土への誇 りと愛着を育もう

としている取組は素晴らしい。今後も、小中合同文化祭等の機

会を生かし児童生徒の関心を高めながら伝統文化の素晴らしさ

を理解 させてほしいとい うことでありました。

「充実したスポーツライフの実現に向けた環境の整備」につき

ましては、これまでも、本町においては、町民が利用 しやすい運

動環境整備やスポーツイベン トの開催による人と人との交流促

進を図つてきた。今後もその継続・充実を進めつつ、町民に対す

る、健康保持促進に係る更なる意識向上への働き掛けやスポー

ツライフ充実に通 じる取組を意欲的に展開していくことを期待

したいとい うことでありました。

以上、大変大ざつぱな説明で恐縮でございますが、教育行政評

価委員会から頂戴 しました評価やご意見を踏まえて、今後の女

川町教育行政の推進、充実に真摯に取 り組んでまい りたいと思

っています。

なお、この報告書につきましては、後ほど、町のホームページに

掲載 し公表することとなつてお ります。
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中村委員

以上で、報告書に関する説明とさせていただきたいと思います。

それでは、報告は以上でございますが、皆様方からご意見等よ

ろしくお願い申し上げます。

今回、ご存知のとおり、令和 7年 4月 に教育大綱を改訂しまし

た。このような百何ページにわたる報告書については、今年で

最後かなと。大変申し訳ないのですが、次年度以降については、

せいぜい30ページくらい、コンパクトにまとめるような形で皆

様に報告がいくようにしたいというふうに思つているところで

あります。そのあたりについてもご承知おきいただければとい

うふうに思います。

中村委員何かありませんか。

今回の点検・評価においては、新しく昨年度の課題を提えた今

年度の実施状況という観点が追加されています。これは本当に

課題解決に取り組んだということがよく分かって、いいなと思

いました。前回評価したことが次の実践や指導に生かされてい

くという望ましい評価サイクルに近づいているという点で、こ

の項目を追加したということは、すごく良いことだなと思いま

す。

ただ、残念なのが、事業の成果と課題というところで一本にな

ったんですね。昨年度は確か、今後の課題と改善策というふう

に、成果の部分と課題 。改善策の部分と分けて、きちんと項目

付けられて表現されていたので、課題はこれなんだと。それに向

けて解決する方策まできちんと、方向性ですけれども、考えら

れているという点ですごくはっきりしていて、良かったんです

ね。今回はその課題が何だつたかというのがはつきりしていた

ので、その課題に向けてこんな取組をしたんだというのが表さ

れていて、すごくいいんじゃないかなと。

ところが、今回、また成果と課題というのが一体になって、読め

ば、これは成果だとか、これは課題だということは分かるんです

けれども、やはり課題というものは解決すべきものだから、はっ

きりと示さないといけないと思うんですね。課題があいまいだ

と、もちろん解決策もあいまいになるし、解決策があいまいだと

成果にはつながらないですから、前回のように、事業の成果と

課題を一本化してただ羅列して書くのではなくて、成果として

はこういうものがあつたけど、課題としてはこういうものが残

ったから、こんな方向で解決していきたいんだというところま

で、前回の評価はここが素晴らしかつたから、今回追加された

昨年度の課題を踏まえた今年度の実施状況という表記につなが
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教育長

新福委員

ったんだと思うんですね。それが、せつかくいい方にいつたの

に、また一つ減らすと。いい方にいつたら、さらにもつとプラス

していけばいいのに、なぜまたマイナスで引いてしまうんだと

いう、その辺がどうなっているのだろうというふうな気になり

ました。

ぜひその辺をもう一度、やるとしても、課題だけは本当にはつ

きりとさせていただきたいと。それが改善策につながるのでは

ないかなと思います。

あと、今後はすごくスリム化していくということであるので、本

当にスリム化していいと思います。前回とほとんど同じですか

ら。だからスリム化して、残つた課題をこんなふうにしてきたん

だというところさえ分かつて、それが成果としてこうなったと

か、あるいは成果につながらなくても、こういう取組をしたけど

だめだったということでもいいので、そういう部分だけでいい

のではないかなと思つています。

表記についても、実施状況とか成果についても、児童生徒が主

体であれば、そこに、成果であつたとしても、根拠とか裏付けが

見える書き方をなさるといいのではないかなと思うんですね。

せっかくの分厚い点検・評価の報告書ですから、どうせやるな

ら、きちんとしたものにしていただければなと思います。

以上です。

ありがとうございました。

ほかにございませんか。

私もまさしく中村委員がおっしやった意見に賛同なんですけれ

ども、まず一つは、今後スリム化していくという、これは非常に

大事かなというふうに思つています。作るだけで、結局読む人

は限られた人ということになるので、女川の教育を広く知らし

めていくということでも、スリム化して、簡単に分かりやすく知

ることができるような形式にしていくことが今後大事かなとい

うふうに思います。

それと、その際にも、PDCAで すね。中村委員がおっしやって
いるのはそのことだと思うんですけれども、それをはつきりさ

せていくという意味ですね。そういうスタイルで仕上げていく

というのは非常に大事なことかなというふうに思います。

教育行政評価委員の意見を見ましたけれども、非常に貴重なご

意見で、参考になる部分もいろいろあるかなというふうに思い

ました。

ただ、一つ、「きめ細かな特別支援教育の推進」というところで、
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教育長

横井委員

最初のところに発達障害者支援法の第 8条を書いているのです

が、これがどれにつながっているのかが私はよく分からず、なぜ

これがここに出ているのか。ひょつとしたら、インクルーシブ教

育をさらに推進 してほしいとい うことの意図なのか。あと二つ

文言があるんですけれども、個別の教育支援計画とい うところ

で出しているのかどうかだけちよつと意味が読み取れなかつた

とい うのが、少しここは残念だなというふ うに思いました。

以上です。

ありがとうございました。

横井委員いかがですか。

気になった部分としては、職業体験学習の実施の事業実施状況

の部分で小学校、生涯学習係が事業所との連絡を主に請け負っ

て、担任が受け身になつてしまったことも多かったとい う形で

載っているのですが、この部分は、学校の先生が忙 しくてとい

うことも分からなくはないのですが、一般の方々と先生方がじ

かに連絡を取 り合 う、あるいは、いろいろ考えさせ られる部分

もあつたりするということは非常に大事かなと思いますので、

忙 しいながらも、お任せではなくて、自分でその部分は請け負

つてもらえたら、もつと先生の成長にもつながるのではないか

な。特に若い先生はと思います。

「分かる授業」の充実と研究会の開催の事業実施状況の部分で

校内研究の授業研究会は年に 3回、これに訪問指導を加えた全

4回実施 したと。ただ、その事業の成果と課題の部分にいくと、
「提案授業を 3回 と設定したが、一つの学年に偏ってしまい、

生徒全体の様子が見えにくかつた。教科が変わることで生徒の

変容が見えにくかつた」。 さらに、「定例職員会議内に設定して

いたが、研究主任が出張で不在のことが多く、検討
。共有が薄

くなってしまつた」とい うことは、どういうことなのだろうか

と。そ うなら、やった意味もやろうとしていることも何にもなっ

ていないのではないかと、極端な言い方をしてしま うとなつて

しまう。

それから基礎学力充実支援事業の事業実施状況、中学校の検定

受検状況の部分、英語などは令和 4年度、 5年度、 6年度が24

人から25人と多いのですが、漢字検定が 6人、4人、4人、数学

検定が11人、8人、6人 と逆に下がつてきている。こういつたと

ころも、いろいろと補助まで出している中で、効果とい うのはど

うなのかなと。

貴重なご意見ありがとうございます。教育長

15



山内委員

教育長

教育長

教育長

12報 告事項
教育長

山内委員お願いいたします。

本当にお三方のお話のとお りだと。特に横井委員の話はもつと

だなと思 うところが多かったなと思います。

我々の個人的にとい うか関わつている活動として、検定の部分

であるとか、そういつたところは同じような疑問を持つている

とい うか、今後どうい うふ うに取 り組んでいかなければいけな

いのかな、学校とどうい うふ うに協働 していかなければならな

いのかなと思 うところもあつたので、まさに今のお話のとお り

で、今後、よリー歩二歩 と進められるような考え方をしていき

たいとい うのは改めて思いました。

あと、学力向上とい う話もよく出ていますけれども、子供たち

がどれくらい学力、自主的に取 り組んでいるのかなとい うとこ

ろがすごく疑問のところが多いなとい うのと、あと、こういつた

ところの数字でも表れているなとい うのが改めて確認できたの

で、今後どういった取組ができるのかとい うのは、学校 とも考

えながら一緒にやつていければということを思いました。

以上です。

貴重なご意見賜 りました。ありがとうございました。

議案第 8号について、ほかにご質問等ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

なければ、承認とい うことでよろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

それでは、議案第 8号は承認 されました。

議事は、以上です。

次に、「報告事項」に入 らせていただきます。

はじめに、私から報告をいたします。

昨 日が第 2学期の始業式 とい うことで、いよいよ第 2学期が始

ま りました。

今年の夏は本当に猛暑で、そんな中でも子供たちにとつては思

い出に残る夏休みになつたものと思つています。

それにしましても、先程からお話をしているのですが、7月 30日

(水)の津波警報に驚きました。こんなこともあるんだなと思

いながら対応 しました。

皆様にも大変なご迷惑をおかけしました。先月の会議でお伝え

できなかった点、あとで報告をさせていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

そんな夏休みであつたのですが、おながわみなと祭 りや研修視
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察の対応など、また、都活動、プール指導等、先生方によく頑張

つてもらったなと思つています。

何 日間か熱中症対策のために部活動やプールが中止になった日

もありました。それでも、先生方には細やかに対応 してもらった

とい うふ うに思つています。

これからまさしく充実の秋に向けて、子供たちのみならず、先

生たちも燃えながら、教育活動にまい進 してほしいと願つてい

るところであります。

まず、学校関係について、 7月 27日 (日 )、 暑い日ではあつたの

ですが、おながわみなと祭 りが開催 されまして、小学校が鼓笛

隊、中学校が吹奏楽コンサー トで祭 りに花を添えてくれました。

また、次の日の朝、生徒会長が音頭を取つて、ボランティアでの

早朝清掃を行いました。小・中学生が30人から40人、教員、そし

て我々教育局の職員も参加 して、一緒に汗を流してきました。

7月 29日 (火 )、 今年も東部地区の小中学校教育課程研修集会が

女川小 。中学校、生涯学習センターを会場に開催されました。

たくさんの先生方に来町いただいて、設備の整つた校舎等で話

合いを行ってもらいました。次年度もぜひ継続 していきたいと

思つています。

8月 5日 (火 )、 おにざり大使 として派遣事業に参加 した 2人が

無事帰国しました。途中、インフルエンザが流行したようで、大

事をとつて、 8日 (金)に予定 していた町長への報告会が20日

(水)に延期となりました。 2人とも元気に帰ってきました。
8月 20日 (水 )、 恒例の秋田県東成瀬村への研修視察とい うこと

で、今年も小中連携夏季研修会に参加 してきました。

私も 2年連続で参加 させてもらったのですが、20年近く東成瀬

村の小 。中学校を指導 してこられた秋田大学の阿部昇先生とい

う先生がいらっしゃるのですが、その先生がいろいろと講義を

して、我々も聞いてきたとい う話でございます。

「秋田スタイル」については、お話をしているかと思います。

去年も同じ話をしたのですが、研修会中に、後ろに前教育長も

座つていて、「すごいですね。先生たちも立派ですね」とい う話

をしたら、去年は20年と言われたんですが、今年は、「いやいや、

16年かかったんです、先生」と言われて、本をご寄贈いただきま

した。

非常に一生懸命やつている学校なので、私は本町と似たような

雰囲気のある学校かなと思つている部分もあつて、何かとい う

と、小さい学校で一生懸命頑張つているというのがとても響く

17



んですね。小学校、中学校合わせて全校で100人 もいないような

学校なんです。でも誇 りを持つてやつている姿というのが素敵

だなと思つて、これからも続けていきたいと思つていました。

会議、研修、教育委員会関係についてお話をします。

8月 8日 (金 )、 県教育委員会の教育長をはじめ、県北部の教育

長が参加 しての教育懇話会が開催されまして、横井委員 と出席

してきました。

内容は、子供の学びや生活の連続性についての情報交換が主な

ものでした。

気仙沼市、東松島市の教育長からそれぞれの取組についての情

報提供もあつて、私は数年前に作成した「架け橋プログラム」の

話をさせてもらいました。

8月 9日 (土 )、 第34回女川光太郎祭がまちなか交流館で行われ

て、私も初めて参加 してきました。

女川中学校第 3学年の男子が光太郎の 「道程」を読んだのです

が、非常に上手に読んでいました。

高村光太郎をこよなく愛する方々はこんなにいらっしゃるんだ

なと。ギターに合わせて詩の朗読をするんです。とても素敵な

会だなというふ うに感激 して帰ってきました。

8月 14日 (水)か ら20日 (火)まで、今年もHLABの 研修会が
実施 されました。

参加 した大学生、それから高校生、みんないい顔をして、女川町

出身の高校生は、今年 4人参加なさって非常に充実した活動に

なったかと思います。

8月 21日 (木 )、 第 2回 日となる教育行政評価委員会を実施 しま

した。

8月 23日 (土 )・ 24日 (日 )に女川町を会場にして、柔道と軟式

野球のミニ国体、いわゆる東北大会が女川で行われました。

開会式等に参加 してきました。ちょつと暑かったのですが、冷

風機があつてよかつたなと思いつつ帰つてきました。

その他に移 らせていただきます。

いよいよ 9月 議会が 9月 3日 (水 )か ら始まります。前年度であ

る令和 6年度分の決算が中心ですが、一般質問でも数名の議員

から質問が来ているとい う状況であります。

二つ 日ですが、教員採用選考の一次試験の結果が先 日通知され

まして、女川小 。中学校関係では、1名 の養護講師が受験 し、合

格 しました。

先 日から教育委員会もバックアンプしながら、面接練習等の二
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教育局長

次試験姑策を行つていて、いよいよ明日が二次試験の日となっ

ています。非常に日程が早いんですね。今日の年後、私も面接練

習を行う予定です。合格を心から願つているところであります。

女川小学校 。女川中学校の主な行事予定を含めて、学校から上

がってきたものについて、全国学力 。学習状況調査の結果も併

せ、後ほどの協議会の中でお話をさせていただきたいと思いま

す。

私からの報告は、以上となります。

9月 もどうぞよろしくお願いいたします。

続いて、教育局長から報告をお願いします。

それでは、報告させていただきます。

まず、日程関係ですが、実施済みに関しては、ご覧のとおりとな

ります。

20日 (水 )、 先程もお話がありました、おにぎり大使の本町から

2名 の派遣者が町長に報告に来ました。非常に貴重な体験だっ

たと、ぜひまた機会があれば海外に行つてみたいというような

報告で、町長からは、その経験をぜひ後輩たちに伝えて、よりそ

の魅力を伝えていつてほしいというお言葉がありました。

今後の実施予定です。

本日午後 2時から教員採用試験二次試験対策ということで、教

育長が対応します。

9月 3日 (水)から、会期日程は約10日 ぐらいになりますが、9

月の定例会が開催されます。

決算議会になりますので、決算が中心となりますけれども、 2

名の議員から3問の一般質問をいただいております。詳しくは

来月の教育委員会で報告したいと思います。

続いて、その他になります。

令和 6年度の学習塾代等支援事業交付実績がまとまりました。

昨年度とほぼ同じくらいの実績となっております。

高等学校等通学費等補助金、昨年より少し補助金額が多いので

すが、交付件数82件のうち、10件が石巻圏域外に下宿を含めて

通っている子供たちとなります。下宿の人数増が補助金額の増

加につながつているという形です。

久に、令和 6年度基礎学力充実事業についてでございます。

山内委員と今後の受検率のアップについていろいろと今後協議

していければというふうに思つております。

生涯学習・体育振興になります。

主なものについてご説明させていただきます。
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教育長

教育長

13そ の 他
教育長

教育長

教育長

14

15

閉   会

9月 もさまざまな事業を実施予定でございます。

生涯学習事業についてです。

まず、家読推進事業で、子供養成講座がいよいよ佳境を迎えて

お ります。 9月 13日 (土 )、 27日 (土)が最後になります。

老壮大学が 9月 24日 (水)に 2回 目を行 う予定でございます。

女川町協働教育プラットフォーム事業の学校講師派遣ですけれ

ども、 9月 については 4回講師を派遣する予定でお ります。

体育振興事業です。

女川町教育委員会主催事業として、 9月 27日 (土 )、 地区対抗ペ

タンク大会が開催される予定です。例年大変盛 り上がるといい

ますか、白熱する事業になります。今年もそれが期待されると

思われます。

東北社会人サッカー リーグ 1部 コバル トーレ女川、現在好調で

すけれ ども、いよいよ佳境で、第 17節が最終節になります。この

時′点で優勝というのが決まっていればよろしいのですけれども、

9月 28日 (日 )に最終戦が女川町であるということでございま

す。

以上です。

報告は以上となりますが、委員の皆様方から、ただ今の報告事

項についてご質問、ご意見等ございましたらお願いします。

(「ありません」の声あり)

それでは、報告事項については、以上とさせていただきます。

それでは、「その他」に入ります。

何かその他で報告等ございますか。

なければ、「その他」については、よろしいでしょうか

(「はい」の声あり)

それでは、再来月の日程を組ませていただきます。

〔10月 28日 (火)午前 10時からということで調声整〕

それでは、10月 の教育委員会は、10月 28口 火曜日午前 10時か

らということで、組ませていただきます。

ほかにございませんか。

なければ、本日の教育委員会をこれで終了させていただきます。

ありがとうございました。

年前 11時 45分

本委員会の議決の次第は、次のとおりであります。

に【暮憂:§粍巨絡Я写逼雲ζ葉協Bこと|:互キキ毒|1曇緊|
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議案第 13号「令和 7年度女川町教育委員会活動状況に関する点

検及び評価報告書 (令和 6年度実施分)について」
(承認 )

16 この会議録の作成者は、次のとお りであります。
参事 佐藤 拓也

上記記録の正確なることを認めここに署名する。

令和 7年 9月 24日

会議録署名委員

3番委員

4番委員 ム l勺

r哲竺如_∠ _f_¨み_≪な
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